
令和８年度 学校評価 
愛知県立豊橋工科高等学校（定時制） 

１ 学校評価の年間計画 

ア ４月当初に本年度の重点目標を決定する。 

  イ 本年度の重点目標をもとに、４月中旬までに各分掌で課題別評価シートを作成する。（重点目標及び具体的対策 

   や留意事項を決定する。）   

  ウ ９月に中間評価として、課題別評価シートに基づく評価活動を実施。（問題の明確化と改善策の検討） 

  エ １月に年度末評価として、課題別評価シートに基づく評価活動を実施。（反省と改善策の検討）次年度の課題及び

目標を決定する。 

  オ 定期的に学校評価委員会を開催する。（外部評価の内容・方法等の検討） 

  カ 学期に１回、学校関係者評価委員会を開催し、学校評価の取組状況に対しての意見や校内見学、視察による意見 

   聴取をするなど、積極的に意見を求める。 

  キ 学校評価の取組結果は、ＰＴＥＡ総会、ＰＴＥＡ委員会・役員会、ホームページ等で公開する。 

  ク 研究授業等を推進し、分かりやすい授業への取組を推進する。 

 

２ 本年度の学校評価 

重点目標 
① 基礎学力の向上を図り、基礎から応用につながる指導を強化する。②社会人として通用する人間 

教育に全力であたる。③コミュニケーション能力の向上につながる方策を実践する。 

項目（担当） 重点目標 具体的な方策 留意事項 

 

 

 

 

 

生徒指導 

（生徒指導部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・社会人となるため 

の基礎的モラルや 

マナーの体得 

・ﾒﾘﾊﾘをつけた基本 

的生活習慣の確立 

・規則遵守と自ら考 

え、行動できる生 

徒の育成 ・交通安全

意識の涵養 

・いじめのない学校生

活の構築 

・情報機器の取り扱いに関 

するマナーの徹底をして 

いく。 

・規則を理解させ、授業・ 

ST 等の時間厳守の徹底、 

頭髪服装指導の実施及び 

集会等での礼法指導を徹 

底する。 

・正しい行動選択をできる 

ように予防的支援を行

う。 

・交通安全講話を実施し、 

安全意識の高揚をはか

る。 

・他者との関わり方につい 

て、集会等を活用し考え 

る機会を作る。 

・スマホに関して、正しい使い方や TPOに応じ 

た使い方の指導の徹底を図る。 

・学校の規則を理解させたうえで、卒業後社会

人として自立できるよう自ら考え、自ら行動

できる姿勢を育てる。 

・集会や授業の開始時・終了時のあいさつを徹

底するとともに、始業前の行動を完了できる

よう時間を守る意識を身に付けさせる。遅刻

が度重なる場合には適宜指導を行う。  

・日常的な声かけを通して、生徒と信頼関係を

築き、少しずつ主体的なチャレンジができる

ようにサポートしていく。 

・交通安全指導を通じて、事故を未然に防ぐ。 

事故時の対応を繰り返し指導し定着させる。 

・対人トラブルを防ぐために、日頃から他者と 

の関わり方を実践的に考えさせる。 

 

 

 

学習指導 

（教務部） 

 

 

 

・授業欠課時間数の 

減少 

・学習意欲を高める 

・外国人生徒が日本社

会で活躍できる能力

の育成（日本語能力 

試験の合格） 

 

・欠課時間数の多い生徒に

積極的に声掛けをし、生

徒の意識が学校に向くよ

うな指導を行う。 

・業前業後の学習会、学習 

指導期間の活用により、 

個別指導の充実を図る。 

・日本語の理解力が低い外

国人生徒に対する支援を

行う。 

・出席状況を把握し、保護者・担任・教務  

部・管理職で連携し、段階的に指導を行う。 

・学習意欲の低い生徒や、不振科目を抱えて 

いる生徒は、補習日程を組み、学習の機会 

をつくる。 

・学習会への参加を積極的に促し、外国人生徒

支援員による指導を行うことで、外国人生徒

の学習の機会を充実させる。日本語能力試験

の受験を推奨する。 

 

 

 

 

就労及び進路指

導 

（進路指導部） 

 

 

 

・主体的に進路を選択

し決定できる力を育

み、自立意識と職業

観の育成を図る 

・企業から必要とされ

る人材となるために

基本的素養を高める 

・生徒の社会的自立を

支援し、地域社会の

一員としての自覚を

育てる 

・進路希望調査や個別面談

を定期的に実施し、生徒

一人ひとりの進路意識を

把握するとともに、早期

から進路選択への意識付

けを行う。 

・企業見学（3年次）や企業

説明会を通して、進路に

関する知識や職業理解を

深める機会を設ける。 

・キャリア教育を通して社

会人としての責任や役割

を考えさせる。 

・生徒の発達段階や進路希望に応じた段階的な

指導を行う。 

・各地区の意見交換会に積極的に参加し、本校

の教育方針について理解を図り、多くの求人

をいただけるよう努力する。 

・生徒の就職・進学に関する意識を段階的に高

め、資質や基礎学力、就職試験・進学試験合

格率の向上を図る。 

・一人ひとりの実態に応じた支援を行い、社会

的自立への意欲を高める。 

 



 

 

 

 

 

保健指導 

（保健部） 

 

 

 

 

 

・すべての生徒が、学

校生活を通じ社会性

を身に着ける 

・基本的な生活習慣の 

確立 

・感染症の知識を深め、

予防や対策が実行で

きる 

・喫食率の向上 

 

 

・教員同士が密な情報交換

を行い、問題を共有し、

連携して対応を行う。 

・保健の授業や保健だより、

全校集会を活用し、生活

習慣の見直しを喚起す

る。 

・手洗い・手指消毒・換気

の徹底。 

・保健講話・献立の掲示を

通じ、生徒の食に対する

興味関心を高める。 

・生徒の日々の様子を観察することが重要であ

り、わずかな変化を見落とさず、職員間で共

有できる体制を作る。 

・日常的に、各家庭との連携・情報共有を重視

していく。 

・手洗い・手指消毒が感染症予防において有効

であることを伝えていく。 

・生徒の食に対する興味関心を高められるより

よい方策を検討していく。 

 

 

 

ＰＴＥＡ活動 

（総務部） 

 

 

 

・PTEA間の連携を深 

める  

・学校教育活動に対す

る理解を深める  

・防災に対する意識 

の定着  

・PTEA 総会や役員・委員会 

を実施し連携を深める。 

・保護者懇談会を実施する。 

・激甚災害に向け、防災訓 

練を充実させ、情報を発 

信する。 

・PTEA 総会等で生徒の活動を周知し、総会 以

降も役員会委員会および保護者懇談会、授業

見学会を通して、家庭との繋がりを密にし、

生徒の 活動を伝えられるようにする。 

 ・地震・火災等の非常時に即した避難方法を 

訓練として定着させ、訓練以外にも災害に 

ついての情報や対策を生徒に発信する。 

 

 

 

 

 

専門教育 

（機械科） 

 

 

・安全意識を高く持 

ち、実習作業を行え

るようにする 

 

・社会で通用する技 

術技能および態度を

身に付けさせる 

 

 

・安全教育を実施し、安全

作業への意識を徹底させ

る。 

 

・専門教科や実習を通じて 

機械の扱い方や知識を身 

につける。また、挨拶や

身だしなみについても指

導を行う。 

 

・実習時の集合や点呼における服装や忘れ物、 

態度の指導を行う。 

・５Ｓ（整理、整頓、清潔、清掃、躾）を実 

 践する。 

・実習を行う前に、機械の扱い方および危険 

 な事例等を生徒に伝え、理解した上で安全 

 に実習を行う。 

・専門教科や実習を行う際に、わかり易い教 

材や実践的な例を示しながら授業展開を進 

 め、知識と関連性を持たせて生徒の理解を 

 深める。 

学校関係者評価を実施する主な評価項目 

 

・基本的生活習慣の確立 

・進路指導の充実 

 

 


